
 

 

 

 

 

 

国税庁 「キャッシュレス推進デー」の実施についてを公表 
令和７年３月７日(金)に、国税庁はホームページで「キャッシュレス推進デー」の実施についてを

公表しました。 
 
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、納税者の方

が申告から納付までの手続をより簡単・便利に行っていただけるよう、オンラインを活用した税務
手続の見直しに取り組んでいますとのことです。 

また、国税の納付についても、ダイレクト納付（e-Taxによる口座振替）や振替納税など現金を
使用しない非対面の納付方法であるキャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいて、この度よ
り多くの方々にキャッシュレス納付の利便性を感じていただき、継続してご利用いただけるよう
に、特定の税務署において「キャッシュレス推進デー」を設けることとしました、ということでし
た。 

 
「キャッシュレス推進デー」とは、例えば特定曜日（例：水曜日）、10日（源泉所得税の納付期限）や

月末等の特定の日において、税務署の窓口に納税のために来署された方を対象に、職員がキャッ
シュレス納付について丁寧に説明を行うことや、職員がサポートして実際にキャッシュレス納付の
利便性を体験していただく日としていますということで、さらに以下も説明されています。 
 
※１ 「キャッシュレス推進デー」は、納税者の皆様のご理解とご協力の下で実施する取り組みです。 
※２ 「キャッシュレス推進デー」の実施日は、実施する税務署によって異なります。 
※３ 「キャッシュレス推進デー」の名称は、実施する税務署において適宜のキャンペーンの名称を

使用しています。 
 
また、キャッシュレス推進デーを実施する税務署及び実施期間は以下のとおりとし、実施する税

務署の情報は随時更新します、としています。 
 

札幌国税局（令和７年３月７日現在） 
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/cashless_day01.pdf 
仙台国税局（令和７年３月２１日現在）
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/cashless_day02.pdf 
関東信越国税局（令和７年３月７日現在）
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/cashless_day03.pdf 
東京国税局（令和７年３月７日現在） 
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/cashless_day04.pdf 
金沢国税局（令和７年３月7日現在） 
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/cashless_day05.pdf 
名古屋国税局（令和７年3月21日現在）
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/cashless_day06.pdf 
大阪国税局（令和７年３月２１日現在）
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/cashless_day07.pdf 
広島国税局（令和７年3月7日現在） 
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/cashless_day08.pdf 
高松国税局（令和７年3月7日現在） 
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/cashless_day09.pdf 
福岡国税局（令和７年３月7日現在） 
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/cashless_day10.pdf 
熊本国税局（令和７年3月7日現在） 
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/cashless_day11.pdf 
沖縄国税事務所（令和７年３月７日現在）
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/cashless_day12.pdf 
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